
文部科学省における児童虐待への対応

 児童虐待への対応については、未然防止、早期発見・早期対応や虐待を受けた児童
生徒の支援が重要であり、学校・家庭・地域社会・関係機関が密接に連携する必要。

２．未然防止・早期対応の観点からの家庭教育支援の推進

○地域人材を活用した家庭教育支援の取組において、訪問型の支援や福祉関係機関等との連携を強化【新規・拡充】（参考④）

○家庭教育支援や地域学校協働活動等の関係者向けに「児童虐待への対応のポイント」を作成し、周知 等

１．学校等における児童虐待への対応

①学校、教育委員会における児童虐待防止に向けた取組の周知

○児童虐待を受けたと思われる幼児児童生徒を発見した場合は、速やかに、これを市町村、児童相談所等

に通告しなければならないことなどを周知。

②児童虐待対応の手引き等の作成・配布、教職員研修の実施

○「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」を作成し、周知

○養護教諭のための児童虐待対応の手引きを作成し、配布

○教職員用研修教材「児童虐待防止と学校」（CD-ROM）を作成し、周知

○独立行政法人教職員支援機構における研修において、「児童虐待への対応」を取り上げ

③生徒指導等の観点から、児童虐待への対応・解決に貢献する取組を推進・周知

○要保護児童対策地域協議会（要対協）へ学校や教育委員会が参画するよう、生徒指導担当者連絡会議等において周知・促進

○スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等の専門家を活用した学校の教育相談体制の充実【拡充】（参考①）

○SNS等を活用した相談体制の整備【拡充】（参考②）

○スクールロイヤーによる教育委員会の法務相談体制の整備（参考③） 等

※下線付部分が令和2年度概算要求等関係
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スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の充実
令和2年度要求・要望額7,013百万円

（前年度予算額 6,460百万円)

スクールカウンセラー等活用事業 スクールソーシャルワーカー活用事業

 義務教育段階の不登校児童生徒数は、平成24年度から５年連続で全体の人数・児童生徒千人当たりの人数ともに増加しており、
様々な課題を抱える児童生徒への早期支援、不登校状態にある児童生徒への手厚い支援に向けた相談体制の充実が必要。

 また、社会問題化している昨今の児童虐待相談対応件数の急増等を踏まえ、学校における児童虐待の未然防止・早期発見や、
児童虐待発生時の迅速・的確な対応に向けた相談体制の充実も喫緊の課題。

補助制度

令和2年度要求・要望額：5,064百万円(前年度予算額：4,738百万円） 令和2年度要求・要望額：1,950百万円(前年度予算額：1,722百万円）

 児童生徒の心理に関して専門的な知識・経験を

有する者 （公認心理師、臨床心理士等）

 福祉に関して専門的な知識・経験を有する者

（社会福祉士、精神保健福祉士等）求められる能力・資格

 補助率：１／３

 補助対象：都道府県・政令市

 補助率：１／３

 補助対象：都道府県・政令市・中核市

 全公立小中学校に対する配置（27,500校）予算措置済み  全中学校区に対する配置（10,000中学校区）

 いじめ・不登校対策のための重点配置：500校
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 虐待対策のための重点配置 ：1,000校

質の向上  スーパーバイザーの配置 ：67人

 いじめ・不登校対策のための重点配置：500校

 虐待対策のための重点配置 ：1,000校

 スーパーバイザーの配置 ：67人

※教育支援センター対応分については措置済み（250箇所）

（←47人）

児童生徒1000人当たりの
不登校児童生徒数（小中）

⇒児童の心理に関する支援に従事（学教法施行規則） ⇒児童の福祉に関する支援に従事（学教法施行規則）

※ 貧困対策のための重点配置については措置済み （1,400校） ※ 貧困対策のための重点配置については措置済み （1,400校）

※不登校特例校や夜間中学への配置を含む

 教育支援センターの機能強化 ：250箇所

※不登校特例校や夜間中学への配置を含む

※単位：人
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ＳＮＳ等を活用した相談事業
令和２年度要求・要望額 ２２１百万円

(前年度予算額：２１０百万円)

【イメージ】ＳＮＳ等を活用した相談

ＳＮＳ等スクリーンショット
も送信可能で、ＳＮ
Ｓ上のトラブル等
を正確かつ容易に
伝えることができ

る

教育委員会、
総合教育センター
や民間団体等

で受信

（例）自殺をほのめかす等、命に関わる相談の場合の連絡の流れ

臨床心理士や
ＳＮＳ等上の子供の
気持ちがわかる
若者等が対応

教育委員会等
（福祉部局と共同・連携）

安全を確認

学校

緊急の場合

警察、児童相談所等
と連携し対応

＜背景＞
○ いじめを含め、様々な悩みを抱える児童生徒に対する相談体制の拡充は、相談に係る多様な
選択肢を用意し、問題の深刻化を未然に防止する観点から喫緊の課題。

○ また、座間市におけるＳＮＳを利用した高校生3人を含む9人の方が殺害された残忍な事件を
受け、ネットを通じて自殺願望を発信する若者が適切な相談相手にアクセスできるよう、これ
までの取組の見直しが求められている。

○ スマートフォンの普及等に伴い、最近の若年層の用いるコミュニケーション手段においては、
ＳＮＳが圧倒的な割合を占めるようになっている。

（参考）
Ｈ30年 [平日1日]コミュニケーション系メディアの平均利用時間（令和元年度版情報通信白書（総務省））

10代：携帯通話3.1分、固定通話0.0分、ネット通話5.1分、ソーシャルメディア利用71.6分、メール利用13.5分

＜事業概要＞①ＳＮＳ等を活用した相談体制の構築に対する支援
②ＳＮＳ等を活用した相談体制の在り方に関する調査研究

○事業形態：①補助事業（補助率：定額） ②委託事業

○実施主体：①原則、都道府県・指定都市
※ 但し、指定都市を除く市区町村は、将来的な都道府県等による広域的な
相談体制の構築に資すると認められる場合に限る。

②民間団体等

○実施箇所：①３０箇所 ②２団体

○事業内容：

・相談対象者 ：原則、児童生徒

・相談受付時間：児童生徒が相談しやすい平日午後5時～午後10時までや、
長期休業明け前後や日曜日など。

・実施内容 ：
①既に相談体制が立ち上げられている地域において、児童生徒が相談しやすいよう
改善を図った相談体制を構築。（既に文部科学省の事業を実施した自治体に限る。）

②相談体制が立ち上げられていない地域においてＳＮＳ等を活用した相談を行いつ
つ、効果的・効率的な相談受付日や受付時間等、適正規模の相談体制の在り方、
相談技法やシステムの確立等の研究を行うとともに、ＳＮＳ等を活用した相談と電話
相談の有機的な連携の仕組みを明らかにする調査研究。

ＳＮＳ等

さらに、広く若者一般を対象としたSNSによる相談事業を実施する厚生労働省と、児童生徒を対象とする
文部科学省がそれぞれの取組から得た知見を共有するなど連携し、SNS等を活用した相談対応の強化を図る。
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【背景】

○ 虐待やいじめのほか、学校や教育委員会への過剰な要求や学校事故への

対応等の諸課題について、法務の専門家への相談を必要とする機会が増

加

○ 76％ の市町村教育委員会が、法的な専門知識を有する者が必要であ

ると回答（H31.3文部科学省調べ）

スクールロイヤーによる教育委員会の法務相談体制の整備

学校をサポートする教育委員会の機能強化の観点から

スクールロイヤーの配置や活用方法、財源の在り方につ

いて検討

職務内容例

学校や教育委員会からの法務相談への指導助言
コンプライアンスや紛争予防に関する教職員研修
トラブル発生時の初期対応

いじめ・虐待や子どもの問題行動等への対応
保護者の過剰な要求等への対応
体罰やセクハラ、指導上の問題等への対応
学校事故 等

＜想定される事案＞

スクールロイヤーは、児童生徒への教育上の配慮や管理職・スクールカウンセラー等の学校関係者との連携など、
学校の事情等に精通し、迅速な初期対応と継続的な支援を行う専門人材

イメージ

都道府県・指定都市教育委員会
又は教育事務所 都道府県の弁護士会SLの推薦・派遣など

連携協力

スクールロイヤー（SL）

研修の実施
法務相談への指導助言
トラブルの初期対応 等

市町村教育委員会・学校

学校の諸課題に関する
法務相談

市町村

市町村
教育委員会

参考３



地域における家庭教育支援基盤構築事業 令和2年度要求 128百万円

(前年度予算額 73百万円)

国 1/3
都道府県 1/3
市町村 1/3

【補助率】

背景

●核家族化、共働き家庭・ひとり親家庭の増加、地域のつながりの希薄化など、家庭を取り巻く環境が変化
〔ひとり親世帯の数(H30)： 約74万世帯（20年前より約3割増加）〕

●身近な相談相手がいない、子育ての悩みや不安を抱えたまま孤立してしまうなど、家庭教育を行うことが困難な社会
〔地域において子育ての悩みや不安を相談できる人がいる保護者の割合：34.2%〕 〔子育てする人にとって地域の支えがとても重要だと思う・やや重要だと思う：90.9%〕

●児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は一貫して増加
〔児童相談所への相談件数：11,631件（Ｈ11）→ 159,850件(速報値)（Ｈ30）（H11年度に比べて、約13.7倍）〕

地域人材の養成 家庭教育支援体制の構築 家庭教育を支援する取組

家庭教育支援員の配置
● 小学校等に家庭教育支援員を配置し
身近な地域における家庭教育支援の体
制を強化

家庭教育支援チームの組織化
● 家庭教育支援員などの地域人材を
中心としたチームの組織化

家庭教育支援員等の養成
● 家庭教育に関する情報提供や相談対
応等を行う人材を養成

● 支援活動の企画・運営、関係機関・団
体との連携等を担う中核的人材を養成

学習機会の効果的な提供
● 就学時健診や保護者会、参観日など、多くの親が集まる
機会を活用した学習機会の提供

親子参加型行事の実施
● 自己肯定感や自立心など、子育ての不安解消や社会を
生き抜く力を養成するため、親子での参加型行事やボラン
ティア活動、地域活動等のプログラムを展開

相談対応や情報提供
● 悩みを抱える保護者、仕事で忙しい保護者など、様々
な家庭の状況に応じて、家庭教育支援チームによる情報
提供や対応を実施

【チーム員構成例】
家庭教育支援員、元教員、民生委員、児童委員、
保健師 等

● 関係機関との協議・連携による情報
共有等の実施

● 保護者等向け児童虐待防止に資する講座の充実（※）

（1,000カ所）

● 定期的な訪問支援の実施（訪問型支援の充実）（※）

（400カ所）

～ 家庭教育支援チーム強化促進プラン～

全ての保護者が安心して家庭教育を行うことができる支援体制の構築

元教員

PTA

関係者

子育て

経験者

地域の多様な人材による参画
（例）

研修 リーダー

中核的人材の養成

●家庭教育支援員等に対する児童虐待
対応に関する研修強化（※）（125カ所）

支援が届きにくい家庭への対応の充実、児童虐待の未然防止・早期発見

◆以下の取組を行う自治体（都道府県、市町村）を支援（計1,000カ所） （※都道府県等（指定都市、中核市を含む）の場合、補助率は国：1/3、都道府県等:2/3）

（※の取組について追加補助）
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